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令和５年度豊橋市内部統制評価報告書＜附属資料＞ 

 

Ⅰ 内部統制制度について 

１ 概要 

  内部統制は、住民の福祉の増進を図るという組織目的が達成されるよう、当該目的の達成を

阻害する事務上の要因をリスクとしてあらかじめ識別し、当該リスクへの対応策を講じること

により、事務の適正な執行を確保するものです。本市においては、令和２年４月１日に豊橋市

内部統制基本方針（以下「内部統制基本方針」という。）を策定し、令和２年度から財務に関

する事務について地方自治法に基づいた内部統制を実施しています。 

  なお、本市では、行政委員会等及び地方公営企業についても、市長部局と一体的に内部統制

を実施し、評価及び報告の対象としています。 

 

２ 実施体制 

 内部統制の取組を総合的かつ横断的に実施するため、市長、副市長及び部局長等で構成する

豊橋市内部統制推進会議を設置するとともに、同会議に関係課の課長等で構成する幹事会を置

いています。 

なお、事務局（内部統制推進担当及び内部統制評価担当）は、本市における内部統制の整備

及び運用について、推進及び評価の事務を担っています。 

 

３ 評価 

（１）評価対象期間及び評価基準日 

令和５年度を評価対象期間とし、令和６年３月31日を評価基準日とします。 

（２）評価方法 

    評価は、「全庁的な内部統制」及び「業務レベルの内部統制」について行います。 

「全庁的な内部統制」では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ

イン」（平成31年３月総務省。以下「ガイドライン」という。）に示された全庁的な評価項

目について不備の有無を確認します。 

「業務レベルの内部統制」では、制度所管課において各課室に共通するリスクを抽出した

「制度リスク」及び各課室において重要度が高いと判断した「個別リスク」について、その

対応策に係る不備の有無を確認します。 

 （３）有効性の評価 

内部統制の不備は、内部統制が存在しない場合、規定されている方針及び手続では内部統

制の目的を十分に果たすことができない場合等の「整備上の不備」と、整備段階で意図した

内部統制の効果が得られず、結果として不適切な事項を発生させた「運用上の不備」からな

ります。このような不備が確認され、かつ、当該不備が整備上又は運用上の「重大な不備」

に該当した場合は、内部統制が有効に機能しなかったものと評価します。 

なお、「重大な不備」とは、内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合し

ていない、又は適正に行われていないことにより、市及び市民に対し大きな経済的・社会的

不利益を生じさせる蓋然性の高いもの又は実際に生じさせたものをいいます。 
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Ⅱ 全庁的な内部統制について 

１ 整備状況及び運用状況 

 内部統制基本方針の下、職員及び部局の役割を定めるとともに、ガイドラインに示された内

部統制の基本的要素ごとに整理された、評価の基本的な考え方及び評価項目に沿って内部統制

の目的を達成するための指針等を整備し、運用しました（表１）。 

  

２ 評価結果 

各評価項目において適切な取組がなされており、整備上の不備及び運用上の不備はなかった

ため、本市の財務に関する事務に係る全庁的な内部統制は有効に整備され、かつ、運用されて

いると判断しました。 

 

＜表１ 全庁的な内部統制の整備状況及び運用状況＞ 

＜基本的要素＞統制環境  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

１ 長は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。 

＜評価項目＞ 

１－１ 長は、地方公共団体が事務を適正に管理及び執行する上で、誠実性と倫理観が重要であ

ることを、自らの指示、行動及び態度で示しているか。 

１－２ 長は、自らが組織に求める誠実性と倫理観を職員の行動及び意思決定の指針となる具

体的な行動基準等として定め、職員及び外部委託先、並びに、住民等の理解を促進して

いるか。 

１－３ 長は、行動基準等の遵守状況に係る評価プロセスを定め、職員等が逸脱した場合には、

適時にそれを把握し、適切に是正措置を講じているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

１－１・１－２ 「豊橋市職員の服務の宣誓に関する条例」、「豊橋市内部統制基本方針」、「人事

評価マニュアル」 

１－３ 「人事評価マニュアル」 

 

 ＜運用状況＞ 

１－１ 法令等の遵守などを定める「豊橋市内部統制基本方針」、誠実かつ公正な職務執行の宣

誓を定める「豊橋市職員の服務の宣誓に関する条例」、各職位に求められる能力を示す

「人事評価マニュアル」、管理職員等を対象とした訓示、新規採用職員向けの研修など

により、事務を管理及び執行する上での誠実性及び倫理観の重要性を示しています。 

１－２ 「豊橋市内部統制基本方針」及び「人事評価マニュアル」を行動基準として職員に周知

しています。「豊橋市内部統制基本方針」は、ホームページにおいて公表し、市民等の

理解を促進しています。 

１－３ 「人事評価マニュアル」により職員の勤務態度、公務員意識等について評価しています。

逸脱行為が認められた場合、各課室の管理職員及び制度所管課を中心に速やかに是正

措置を講じています。 

 

  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

２ 長は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路及び適切な権限と責任を確

立しているか。 

＜評価項目＞ 

２－１ 長は、内部統制の目的を達成するために適切な組織構造について検討を行っているか。 

２－２ 長は、内部統制の目的を達成するため、職員、部署及び各種の会議体等について、それ

ぞれの役割、責任及び権限を明確に設定し、適時に見直しを図っているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

２－１・２－２ 「豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例」、「豊橋市事務分掌規

則」、「豊橋市内部統制基本方針」、「豊橋市内部統制推進会議設置要綱」 
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＜運用状況＞ 

２－１ 内部統制制度を有効に機能させるため、市長を会長とする豊橋市内部統制推進会議を

設置し、適切な組織構造について検討を行う体制を整備しています。 

２－２ 「豊橋市内部統制基本方針」により市長を内部統制の総括的な責任者と定めるほか、「豊

橋市の政策推進における部等の役割を定める条例」及び「豊橋市事務分掌規則」により

部等の役割等を設定しています。 

 

  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

３ 長は、内部統制の目的を達成するに当たり、適切な人事管理及び教育研修を行っているか。 

＜評価項目＞ 

３－１ 長は、内部統制の目的を達成するために、必要な能力を有する人材を確保及び配置し、

適切な指導や研修等により能力を引き出すことを支援しているか。 

３－２ 長は、職員等の内部統制に対する責任の履行について、人事評価等により動機付けを図

るとともに、逸脱行為に対する適時かつ適切な対応を行っているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

３－１ 「豊橋市人材育成基本方針」 

３－２ 「豊橋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」、「豊橋市人材育成基本方針」、「人事

評価マニュアル」 

 

 ＜運用状況＞ 

３－１ 本市が求める職員像を明示し必要な人材の確保に努めるとともに、職員の適性、経験等

を踏まえ適切な人員配置をしています。また、「豊橋市人材育成基本方針」に基づき、

職員に対し使命及び責任の自覚を促すほか、階層別研修など各種研修を通じて、職務遂

行に必要な知識及び技能の習得等による能力向上を図っています。 

３－２ 「人事評価マニュアル」により各職位に求められる能力を示し、これにふさわしい職務

行動を評価しています。また、内部統制に対する責任の履行に係る逸脱行為があった場

合は、内容に応じて懲戒処分等を行うなど適時必要な対応を行っています。 

 

   

＜基本的要素＞リスクの評価と対応 

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

４ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、十分な明確さを備えた

目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。 

＜評価項目＞ 

４－１ 組織は、個々の業務に係るリスクを識別し、評価と対応を行うため、業務の目的及び業

務に配分することのできる人員等の資源について検討を行い、明確に示しているか。 

４－２ 組織は、リスクの評価と対応のプロセスを明示するとともに、それに従ってリスクの評

価と対応が行われることを確保しているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

４－１ 「豊橋市職員定数条例」、「豊橋市機構改革実施本部設置要綱」、「行政評価システム実施

要綱」 

４－２ 「リスク評価シート」、「リスク評価に当たっての目安」 

 

 

 

 

＜運用状況＞ 

４－１ 職員定数の見直し、機構改革及び行政評価を通じて、業務の目的及び業務に配分するこ

とのできる人員等の資源について検討を行い、その内容を「豊橋市職員定数条例」、政

策分析報告書等により明示しています。 

４－２ 内部統制推進担当が「リスク評価シート」、「リスク評価に当たっての目安」などにより

リスクの評価及び対応のプロセスを明示しているほか、各課室に対してヒアリングを

実施し、「リスク評価シート」等によりリスクの評価及び対応が行われることを確保し

ています。 
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 ＜評価の基本的な考え方＞ 

５ 組織は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分類し、分析し、評価す

るとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた対応をとっているか。 

＜評価項目＞ 

５－１ 組織は、各部署において、当該部署における内部統制に係るリスクの識別を網羅的に行

っているか。 

５－２ 組織は、識別されたリスクについて、以下のプロセスを実施しているか。 

１）リスクが過去に経験したものであるか否か、全庁的なものであるか否かを分類する。 

２）リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する。 

３）リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う。 

４）リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する。 

５－３ 組織は、リスク対応策の特定に当たって、費用対効果を勘案し、過剰な対応策をとって

いないか検討するとともに、事後的に、その対応策の適切性を検討しているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

５－１・５－２・５－３ 「リスク評価シート」、「リスク評価に当たっての目安」 

 

 ＜運用状況＞ 

５－１ 過去に発生した事例、監査指摘事項等を踏まえ、各部署の所管する財務事務の全てを検

討対象とし、網羅的にリスクの識別を行っています。 

５－２ ガイドライン、「リスク評価シート」及び「リスク評価に当たっての目安」により、リ

スクが過去に経験したものであるか否か等評価項目に記載のプロセスに従い、リスク

の分析、評価等をしています。 

５－３ 各課室において一定の量的・質的重要性があるリスクに対して適切な対応策を整備し

ています。また、内部統制推進担当が各課室に対してヒアリングを実施することで、対

応策の適切性を検討しています。 

 

  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

６ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて、当該組織に生じう

る不正の可能性について検討しているか。 

＜評価項目＞ 

６－１ 組織において、自らの地方公共団体において過去に生じた不正及び他の団体等におい

て問題となった不正等が生じる可能性について検討し、不正に対する適切な防止策を

策定するとともに、不正を適時に発見し、適切な事後対応策をとるための体制の整備を

図っているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

６－１ 「豊橋市内部公益通報者の保護に関する要綱」、「豊橋市の事務・事業における事故発生

時の報告に関する要領」、「リスク評価シート」 

 

 ＜運用状況＞ 

６－１ 本市で発生した不正のみならず他団体の不祥事例について情報収集に努め、不正等が

生じる可能性を検討し、リスク対応策を整備しています。また、「豊橋市内部公益通報

者の保護に関する要綱」により不正を適時に発見する体制及び「豊橋市の事務・事業に

おける事故発生時の報告に関する要領」により適切な事後対応策をとる体制を整備し

ています。 

 

 

＜基本的要素＞統制活動 

 

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

７ 組織は、リスクの評価及び対応において決定された対応策について、各部署における状況に

応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。 

＜評価項目＞ 

７－１ 組織は、リスクの評価と対応において決定された対応策について、各部署において、実

際に指示通りに実施されているか。 

７－２ 組織は、各職員の業務遂行能力及び各部署の資源等を踏まえ、統制活動についてその水

準を含め適切に管理しているか。 
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＜整備状況＞ 

７－１ 「リスク評価シート」 

７－２ 「豊橋市内部統制推進会議設置要綱」、「リスク評価シート」 

 ＜運用状況＞ 

７－１ 決定されたリスク対応策の整備及び運用について、各課室による自己評価の実施、内部

統制評価担当によるヒアリングの実施等を通じて適切に対応策が実施されているかを

確認しています。 

７－２ 各課室において統制活動が過度の負担にならないよう、一定の量的・質的重要性のある

リスクを中心に対応しています。また、内部統制推進担当によるヒアリング等を実施す

ることで統制活動の水準が確保されるよう適切に管理をしています。 

 

  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

８ 組織は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業務の結果の検討等につ

いての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。 

＜評価項目＞ 

８－１ 組織は、内部統制の目的に応じて、以下の事項を適切に行っているか。 

１）権限と責任の明確化 

２）職務の分離 

３）適時かつ適切な承認 

４）業務の結果の検討 

８－２ 組織は、内部統制に係るリスク対応策の実施結果について、担当者による報告を求め、

事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っているか。 

 

 

 

＜整備状況＞ 

８－１ 「豊橋市事務分掌規則」、「豊橋市予算決算会計規則」、「豊橋市決裁規程」、「行政評価シ

ステム実施要綱」 

８－２ 「リスク評価シート」 

 

 ＜運用状況＞ 

８－１ 「豊橋市事務分掌規則」、「豊橋市予算決算会計規則」及び「豊橋市決裁規程」により権

限と責任の明確化を図るとともに、「豊橋市予算決算会計規則」及び「豊橋市決裁規程」

により適時かつ適切な承認を行うほか、「行政評価システム実施要綱」により業務の結

果の検討をしています。 

８－２ 内部統制評価担当は、各課室に対し「リスク評価シート」の自己評価結果を報告させる

とともにヒアリングを実施しています。各課室はその結果に基づき是正措置を行って

います。 

 

  

＜基本的要素＞情報と伝達  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

９ 組織は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。 

＜評価項目＞ 

９－１ 組織は、必要な情報について、信頼ある情報が作成される体制を構築しているか。 

９－２ 組織は、必要な情報について、費用対効果を踏まえつつ、外部からの情報を活用するこ

とを図っているか。 

９－３ 組織は、住民の情報を含む、個人情報等について、適切に管理を行っているか。 

 

 

 

＜整備状況＞ 

９－１ 「豊橋市決裁規程」、「豊橋市文書取扱規程」 

９－２ 「豊橋市広報広聴ガイドライン」 

９－３ 「豊橋市個人情報保護条例」、「豊橋市情報セキュリティに関する基本方針」 

 

 

 

＜運用状況＞ 

９－１ 「豊橋市文書取扱規程」に基づき文書主任者を置き、文書事務の適正な管理を図るとと

もに、「豊橋市決裁規程」に基づき適切な決裁手続を経ることにより情報の信頼性が担

保された公文書が作成される体制を構築しています。 

９－２ 市民意識調査、市民のメールボックス等の運用により、外部からの情報の活用を図って

います。 
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９－３ 「豊橋市個人情報保護条例」に基づき市が保有する個人情報を適正に取り扱うととも

に、「豊橋市情報セキュリティに関する基本方針」に基づき情報資産の保護及び管理を

適切に行っています。 

   

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

10 組織は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝達及び適切な管理の方

針と手続を定めて実施しているか。 

＜評価項目＞ 

10－１ 組織は、作成された情報及び外部から入手した情報が、それらを必要とする部署及び職

員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構築しているか。 

10－２ 組織は、組織内における情報提供及び組織外からの情報提供に対して、かかる情報が適

時かつ適切に利用される体制を構築するとともに、当該情報提供をしたことを理由と

して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

10－１ 「豊橋市文書取扱規程」 

10－２ 「豊橋市内部公益通報者の保護に関する要綱」 

 

 ＜運用状況＞ 

10－１ 「豊橋市文書取扱規程」により到着文書を適切に主務課に配布し、情報の内容に応じて

合議又は供覧を行うほか、部長会議、グループウェアの掲示板等により、庁内全体の情

報共有を図る体制を構築しています。 

10－２ 「豊橋市内部公益通報者の保護に関する要綱」に基づき、情報が適時かつ適切に利用さ

れる体制を構築するとともに、当該情報提供をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制を構築しています。 

 

   

＜基本的要素＞モニタリング  

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

11 組織は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめるために、日常的モニ

タリング及び独立的評価を行っているか。 

＜評価項目＞ 

11－１ 組織は、内部統制の整備及び運用に関して、組織の状況に応じたバランスの考慮の下

で、日常的モニタリング及び独立的評価を実施するとともに、それに基づく内部統制の

是正及び改善等を実施しているか。 

11－２ モニタリング又は監査委員等の指摘により発見された内部統制の不備について、適時

に是正及び改善の責任を負う職員へ伝達され、その対応状況が把握され、モニタリング

部署又は監査委員等に結果が報告されているか。 

 

 ＜整備状況＞ 

11－１・11－２ 「リスク評価シート」 
 

 

 

 

＜運用状況＞ 

11－１ 各課室において、自己評価及び通常業務中での確認により日常的モニタリングを行う

とともに、制度所管課及び内部統制評価担当において「リスク評価シート」を用いて独

立的評価を行い、内部統制の是正及び改善を行っています。 

11－２ 制度所管課又は監査委員に指摘された内部統制の不備については、該当の課室におい

て必要な是正を行い、内部統制評価担当が確認をしています。その結果は該当の課室か

ら制度所管課及び監査委員に報告されています。 

 

 

＜基本的要素＞ICT への対応 

 

 ＜評価の基本的な考え方＞ 

12 組織は、内部統制の目的に係る ICT 環境への対応を検討するとともに、ICT を利用している

場合には、ICT の利用の適切性を検討するとともに、ICT の統制を行っているか。 

＜評価項目＞ 

12－１ 組織は、組織を取り巻く ICT 環境に関して、いかなる対応を図るかについての方針及び

手続を定めているか。 
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12－２ 内部統制の目的のために、当該組織における必要かつ十分な ICT の程度を検討した上

で、適切な利用を図っているか。 

12－３ 組織は、ICT の全般統制として、システムの保守及び運用の管理、システムへのアクセ

ス管理並びにシステムに関する外部業者との契約管理を行っているか。 

12－４ 組織は、ICT の業務処理統制として、入力される情報の網羅性や正確性を確保する統制、

エラーが生じた場合の修正等の統制、マスター・データの保持管理等に関する体制を構

築しているか。 

 ＜整備状況＞ 

12－１ 「豊橋市行政デジタル化方針」 

12－２ 「豊橋市情報化推進会議設置要綱」、「豊橋市情報システム調達ガイドライン」 

12－３ 「豊橋市情報セキュリティに関する対策基準」、「豊橋市特定個人情報等の取扱いに関す

る管理要綱」、「豊橋市情報システム調達ガイドライン」 

12－４ 「情報セキュリティに関する実施手順書」 

 

 ＜運用状況＞ 

12－１ 「豊橋市行政デジタル化方針」により、ICT 環境への対応方針等について定めています。 

12－２ 豊橋市情報化推進会議において、必要かつ十分な ICT の程度を検討しているほか、「豊

橋市情報システム調達ガイドライン」に基づき、制度所管課がシステム運用をする課室

に対し、技術的な支援及び助言をすることで ICT の適切な利用を図っています。 

12－３ 「豊橋市情報システム調達ガイドライン」、「豊橋市情報セキュリティに関する対策基

準」及び「豊橋市特定個人情報等の取扱いに関する管理要綱」に基づき、ICT の全般統

制としてシステムの管理等を行っています。 

12－４ 各システムの「情報セキュリティに関する実施手順書」に基づき、マスター・データ等

の適切な保持管理等に関する体制を構築しています。 
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Ⅲ 業務レベルの内部統制について 

１ 整備状況及び運用状況 

   制度所管課においては制度リスクを、各課室においては個別リスクを洗い出し、リスクの影

響度及び発生可能性を踏まえて、量的重要性を見積もるとともに、質的重要性について検討を

行い、重要度が高いと判断したリスクについて、リスク評価シートにより対応策を整備し、運用

しました。 

 

２ 評価結果 

   制度リスクについては、整備上の不備はありませんでしたが、運用上の不備は10件ありまし

た。そのうち重大な不備に該当するものはありませんでした（表２）。個別リスクについては、

整備上の不備はありませんでしたが、運用上の不備が14件あり、そのうち２件が重大な不備に

該当すると判断しました（表３）※。 

このため、本市の財務に関する事務に係る業務レベルの内部統制は、有効に運用されていない

と判断しました。 

 

※ 重大な不備の該当性の判断等について 

制度所管課及び各課室の自己評価に加えて、内部統制評価担当による評価を行うことで、整備上及び運

用上の不備の有無を把握しました。把握した不備について、市や市民に対して与えた経済的・社会的不利

益の程度を考慮し、重大な不備の該当性を判断しました。 

 

 

３ その他特記事項 

   令和４年度の個別リスクにおける運用上の不備を２件把握しました（表４）。 
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＜表２ 制度リスク＞ 

設定したリスク 設定したリスクの内容 
整備上 

の不備 

運用上 

の不備 

 

１ 電算システムの不適切な管理

及び更新 

 

・電算システムの更新誤り等によ

る業務への影響 

  件 

 ０   

件 

  １   

２ 協議会、実行委員会等の不適

切な経理 

・不適切な管理による金品の紛失

又は不適切な支出 
０   ０   

３ 公有財産の不適切な管理 ・保有資産の計上の漏れ ０   ０   

４ 指定管理者の不適切な運営管

理 

・指定管理者による協定書の水準

を満たさない業務の実施 
０    ０  

５ 備品の不適切な管理 ・備品の紛失等 ０   ０   

６ 予定価格に関する不適切な運

用 
・予定価格の漏えい ０   ０   

７ 契約事務に関する不適切な運

用 

・工事等の設計誤り等に起因する

不適切な契約 

・工事等における落札決定の過程

での確認誤りに起因する不適切

な契約 

０   １   

８ 工事請負及び業務委託契約に

関する不適切な施工及び履行 
・関係法令、条例等の違反行為 ０   ０   

９ 債権の不適切な管理 
・不適切な管理による未収債権の

時効消滅 
０   ０   

10 支出事務の不適切な運用 

・支払金額の誤り 

・支払先の誤り 

・支払の遅延 

０   ８   

11 現金及び現金同等品の不適切

な管理 
・紛失、盗難等 ０   ０   

合 計 ０   10   
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＜表２別表 制度リスクにおける運用上の不備一覧＞ 

 

  

設定したリスク 不備の内容 是正事項 

１ 電算システム

の不適切な管理

及び更新 

国民健康保険税の低所得世帯向け市

独自減免について、令和４年度に行わ

れたシステム改修時に、想定外の判定

誤りが発生してしまうプログラムと

なっていたため、正しく計算されず、

過大な金額で賦課をした。 

システム改修に当たって様々な検証パタ

ーンを想定するとともに、業者との綿密

な検証確認を徹底 

７ 契約事務に関す

る不適切な運用 

物品購入において、誤った内容の仕様

書により開札されたため、決定者と合

意解除し、再度見積り合わせを行うこ

ととなった。 

仕様書の記載項目を再度整理するととも

に、複数人での確認を徹底 

10 支出事務の不適

切な運用 

補助金について、交付決定における交

付額の端数処理を誤ったため、過大な

支払をした。 

事務処理の確認を徹底 

委託業務において、委託先に関し年度

途中に別会社に事業承継がなされた

旨の通知があったにもかかわらず、承

継前の会社に委託料の支払をした。 

課内の事務手続のフローを見直すととも

に、支払手続における支払先の確認を徹

底 

講師の謝礼金について、講座当日に補

助者が欠席したにもかかわらず、講座

実施計画書及び支払書類の内容変更

を行わなかったため、補助者分を含め

た金額として過大な支払をした。 

課内の事務手続のフローを見直すととも

に、情報共有を徹底 

委託業務において、委任状にて委託料

の支払先を指定されていたにもかか

わらず、誤って本人へ支払をした。 

課内の事務手続のフローを見直すととも

に、支払手続における支払先の確認を徹

底 

公務で招へいした国家公務員等の旅

費について、所得税の源泉徴収の理解

が不十分であったため、誤って源泉徴

収をし、過少な金額で支払をした。 

（２件） 

旅費支払時の所得税の取扱いについてマ

ニュアル等の課内周知を徹底 

支援員報酬について、本人確認等が不

十分であったため、同姓同名の別人に

支払をした。 

複数人での書類確認を徹底 

電気料金について、請求書が支払課で

はなく電気使用施設に届き、当該施設

において保管し続けていたため、支払

期限を超過し延滞金が発生した。 

出先機関との情報連携を徹底 
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＜表３ 個別リスク＞  

設定したリスクの区分 
設定した 

リスクの数 

整備上 

の不備 

運用上 

の不備 

 

１ 収入 

件 

35   

件 

０   

件 

０   

２ 支出 39   ０   ３   

３ 備品 ３   ０   ０   

４ 現金及び現金同等品 17   ０   ０   

５ 契約 38   ０   ８   

６ その他 ９   ０   ３   

合  計 141   ０   14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 重大な不備（２件）の内容と是正事項 
 

(１) 福祉部の職員が、預り金が残高不足の入所者の日用品等を、一時的に他の入所者の預り金を無断

流用し購入していました。これを受け本市は、流用した職員及び当該職員の管理監督者に対し指導

及び懲戒処分を行いました。また、再発防止のため、職場内において、コンプライアンス意識の向

上を図るとともに、適切な預り金管理の取扱いについて体制を再整備しました。 
 

(２) 福祉部の職員が、受給者に支給すべき保護費等を着服していました。これを受け本市は、着服し

た職員及び当該職員の管理監督者に対し懲戒処分等を行いました。また、再発防止のため、職場内

において、事務処理体制の見直しと周知をしました。 
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＜表３別表 個別リスクにおける運用上の不備一覧（重大な不備を除く。）＞ 

設定したリスク 

の区分 
不備の内容 是正事項 

２ 支出 

給付金について、妊娠届出時に申請・

給付を行った者のうち、産後訪問時に

も一括申請をしてきたものについて、

誤って給付認定をしてしまい、二重に

給付した。 

認定前の事前確認を徹底 

奨励金の算定に関し、課税内容調査の

際に当該奨励金制度に対して理解が

不十分であったことから誤った内容

の調査報告したことにより、奨励金の

交付額算定に誤りが生じ、過大な金額

で交付した。 

部局間の事務手続のフロー及び文書の見

直し 

副食費軽減措置に関する市独自補助

の対象者判定について、税情報連携デ

ータへの手入力修正を行わなかった

ため、誤った額の給付費等が支払われ

るなどした。 

複数人での作業確認の徹底及びシステム

改修の検討 

５ 契約 

次の４件の工事請負契約の入札につ

いて、誤った方法で積算された設計書

等で入札公告を行ったため、公告の取

下げが発生した。 

・配水管布設替及び消火栓据付工事 

・配水管布設替工事 

・道路照明柱建替工事２ 

・路面排水工事１ 

再発防止の徹底、職員の設計・積算能力

の向上と意識改革及び組織をあげての検

算体制の充実 

嵩山浄化センター汚濁負荷測定装置

改良工事請負契約の入札について、積

算システムの更新不備及び積算基準

の認識不足から誤った内容の設計書

を作成し入札公告を行ったため、公告

の取下げが発生した。 

複数人での基準等の確認を徹底 

道路付属物塗装修繕工事請負契約の

入札について、誤った方法で積算され

た設計書等により開札されたため、開

札中止となった。 

複数人での作業確認を徹底 

売買契約の指名競争入札について、指

名通知の一部の業者に指名通知を送

付しないまま入札事務が完了したた

め、通知送付をされなかった業者が入

札に参加できなかった。 

複数人での作業確認を徹底 

委託業務契約の入札について、質疑回

答書の回答に不備があったため、入札

の中止が発生した。 

複数人での作業確認を徹底 
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設定したリスク 

の区分 
不備の内容 是正事項 

６ その他 

健全化判断比率の算定に当たり、経費

の額の修正があったにもかかわらず

修正前の数値を用いたことにより、比

率の算定に誤りが生じ、決算見込概要

を誤った数値で公表した。 

部局間の数値確認及び課内における情報

共有の徹底 
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＜表４ 令和４年度の個別リスクにおける運用上の不備一覧＞ 

設定したリスクの

区分 
不備の内容 是正事項 

１ 収入 

保護費について、収入が後日判明した

者への返還請求に関する納付書を誤

った金額で作成及び通知したため、過

大な金額で納付させた。 

（令和４年度分） 

課内の事務手続のフローの見直し 

５ 契約 

委託業務について、業者との契約期間

に関して変更手続を怠ったため、契約

期間を超過して報告書が納品され、遡

って委託業務検査報告書を作成した。 

（令和４年度分） 

適正な事務手続の周知及び再発防止の徹

底 

  


